
注記表

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

１　有価証券の評価基準及び評価方法

（１）満期保有目的の債券

（２）その他の有価証券

２　外部出資の評価基準及び評価方法

３　棚卸資産の評価基準及び評価方法

４　固定資産の減価償却方法

（１）有形固定資産

（２）無形固定資産

５　引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

（２）賞与引当金

（３）退職給付引当金

　なお、 破綻懸念先債権のうち、元本の回収に係るキャッシュ･フローを合理的に見
積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローと債権の帳簿価額から
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額との差額を引当
てています。

　実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及
び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額を計上しています。

　すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて
上記の計上を行っています。

　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する部分を計
上しています。

　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しています。
  なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

　棚卸資産の評価基準及び評価方法は、総平均法に基づく原価法（収益性の低下による
簿価切下げの方法）により行っています。
　ただし、生活購買品および生産資材の一部については、売価還元法に基づく原価法
（収益性の低下による簿価切下げの方法）、農機・自動車については個別法に基づく原
価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により行っています。

　法人税法に規定する基準により定率法により償却しています。ただし、法人税法の
改正に伴い平成１０年４月１日以降に取得した建物（付属設備を除く）並びに平成２
８年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用してい
ます。

　法人税法に規定する基準により定額法により償却しています。
　また、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（５年）に
基づき、定額法により償却しています。

　貸倒引当金は、予め定めている資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準
に則り、次のとおり計上しています。
　正常先債権、その他要注意先債権及び要管理先債権については、1年間又は3年間の
貸倒実績率の過去における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な
修正を加えて算定した金額を計上しています。

　破綻懸念先債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収
が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断
して必要と認められる額を計上しています。

自  令和4年4月01日

至  令和5年3月31日

  移動平均法に基づく償却原価法により行っています。

  時価のあるものについては時価法、市場価格のない株式等については、移動平均法
に基づく原価法により行っています。
　また、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理（売却
原価は移動平均法により算定）しております。

　当組合が保有している外部出資は市場価格のないものに該当しますので、移動平均法
に基づく原価法により行っています。



（４）役員退職慰労引当金

６　消費税等の会計処理の方法収益及び費用の計上基準

（１）購買事業

（２）販売事業

（３）利用事業

（４）介護保険事業

（５）保管事業

（６）指導事業

７　消費税等の会計処理の方法

８　記載金額の端数処理

９　その他採用した重要な会計方針

（１）事業別収益・費用の内部取引の処理方法

（２）当組合が代理人として関与する取引の損益計算書の表示

　組合員の営農にかかる各種相談・研修・経理サービスを提供する事業であり、当組
合は利用者等との契約に基づき、役務提供する義務を負っております。この利用者等
に対する履行義務は、主にサービスの提供が完了した時点で充足することから、当該
時点で収益を認識しております。

　消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式を採用しています。
　また、固定資産にかかる控除対象外消費税等は「雑資産」に計上し、法人税法に定め
る期間で均等償却しています。

　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については
「０」で表示をしております。

　損益計算書の事業収益及び事業費用については、農業協同組合法施行規則に従い、
各事業間の内部損益を除去した額を記載しております。
　また、当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行って
おります。

　購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合に
は、純額で収益を認識して、購買手数料として表示しております。また、販売事業収
益のうち、当組合が代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額で収益
を認識して、販売手数料として表示しております。

　当組合の利用者等との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

　農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員に供給する事業で
あり、当組合は利用者等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負っておりま
す。この利用者等に対する履行義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、
当該時点で収益を認識しております。

　組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同で業者等に販売する事業であ
り、当組合は利用者等との契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っております。
この利用者等に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該
時点で収益を認識しております。

　カントリーエレベーター・育苗施設・共同選果場・保冷貯蔵庫・農産物等の施設を
設置して、共同で利用する事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提
供する義務を負っております。この利用者等に対する履行義務は、各種施設の利用が
完了した時点で充足することから、当該時点で収益を認識しております。

　要介護者を対象にしたデイサービス・訪問介護・ケアプラン作成等の介護保険事業
や高齢者生活支援事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、役務提供する義
務を負っております。この利用者等に対する履行義務は、施設の利用時点やサービス
の提供時点で充足することから、当該時点で収益を認識しております。

　組合員が生産した米・麦・大豆等の農産物を保管・管理する事業であり、当組合は
利用者等との契約に基づき、役務提供する義務を負っております。この利用者等に対
する履行義務は、農産物の保管期間にわたって充足することから、当該サービスの進
捗度に応じて収益を認識しております。

　役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計
上しています。



Ⅱ 会計上の見積りに関する注記

１　繰延税金資産の回収可能性
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産合計 千円
繰延税金負債合計 千円
貸借対照表に計上した繰延税金資産の純額 千円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

２　固定資産の減損
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

減損損失 千円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　
３　貸倒引当金
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

①　信用事業資産にかかる貸倒引当金 千円
②　経済事業資産にかかる貸倒引当金 千円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

71,555
17,104

　貸倒引当金は、予め定めている資産査定要領、経理規程及び資産の償却・引当基準
に則り、計上しています。
　貸倒引当金を計上するにあたっては、資産査定を実施し、当組合の貸出先または経
済事業未収取引先の状況等に基づき債務者区分を行っています。
　また、担保及び保証等により保全措置が講じられているものについては、担保等の
処分可能見込額を算出しております。
　これらの債務者区分または処分可能見込額の算出は、将来の不確実な経営環境の影
響を受け、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

19,112
127,786

　繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所
得の見積り額を限度として行っています。
　翌事業年度以降の課税所得の見積りについては、当期に作成した損益シミュレー
ションを基礎として、当組合が将来獲得可能な課税所得の時期及び金額を合理的に見
積っております。
　しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境及び組合の経営状況の影響を受
けます。よって、実際に課税所得が生じた時期及び金額が見積りと異なった場合に
は、翌事業年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を
与える可能性があります。
　また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、翌事業年度以
降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があ
ります。

56,900

　資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来
キャッシュ・フローと帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての
減損の要否の判定を実施しております。
　減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資
産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・イン
フローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位としております。

  固定資産の減損損失の認識、測定において、将来キャッシュ・フローについては、
当期に作成した損益シミュレーションを基礎として算出しており、損益シミュレー
ション以降の将来キャッシュ・フローや、割引率等については、一定の仮定を設定し
て算出しております。
  これらの仮定は将来の不確実な経営環境及び組合の経営状況の影響を受け、翌事業
年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

146,898



Ⅲ 貸借対照表に関する注記

１　固定資産の圧縮記帳額
　固定資産の圧縮記帳額は、1,725,632千円です。その内訳は、次のとおりです。

建物 千円
構築物 千円
機械装置 千円
その他 千円

２　担保に供した資産等

３　子会社等に対する金銭債権・債務
　子会社等に対する金銭債権は、 49,450千円です。
　子会社等に対する金銭債務は、234,525千円です。

４　理事及び監事に対する金銭債権・債務
　理事及び監事に対する金銭債権は、3,483千円です。
　理事及び監事に対する金銭債務は、ありません。

　なお、それぞれの定義は、以下のとおりです。

６　劣後特約付貸出金の額
　貸出金には、他の債権より債務の履行が後順位である旨の特約が付された岐阜県信用
農業協同組合連合会に対する劣後特約付貸出金1,170,000千円が含まれています。

ハ．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以
上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当
しないものをいう。

ニ．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし
て、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有
利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並
びに三月以上延滞債権に該当しないものをいう。

イ．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、
再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及び
これらに準ずる債権をいう。

ロ．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態
及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない
可能性の高い債権（破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除く。）をいう。

三 月 以 上 延 滞 債 権 －
貸 出 条 件 緩 和 債 権 －

合      計 156,953

破産更生債権及び
79,105

これらに準ずる債権
危険債権 77,848

５　債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権等の合計額
　債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権額、危険債権額、三月以上延滞債権
額及び貸出条件緩和債権額並びにその合計額は次のとおりです。

金  額（千円）

　為替決済担保として、預金1,700,000千円を差し入れております。

278,755
764,638
43,489

638,749



Ⅳ 損益計算書に関する注記

１　子会社等との取引高の総額
（１）子会社等との取引による収益総額　

　　うち事業取引高

　　うち事業取引以外の取引高

（２）子会社等との取引による費用総額　
　　うち事業取引高

　　うち事業取引以外の取引高

２　減損損失の内容
（１）資産をグループ化した方法及び共用資産の概要

（２）当該資産グループの概要と減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの内訳
(単位:千円)

（３）減損損失を認識するに至った経緯

（４）回収可能価額の算定方法
　回収可能価額は正味売却価額を採用しており、その時価は固定資産税評価額等を基
礎とした指標により取り壊し費用を控除して算定しております。
　久瀬支店及びよってみーな池田の固定資産の回収可能価額も正味売却価額を採用し
ていますが、その時価は不動産鑑定評価額に基づき算定しています。

合計 56,900

　久瀬支店、よってみーな池田、デイサービスセンター清流の里、春日出張所は、営
業収支が２期連続赤字であると同時に、短期的に業績の回復が見込まれないことか
ら、帳簿価格を回収可能額まで減額し、減損損失として認識しました。
　旧揖斐支店は、遊休状態で当面の使用見込みがないことから、帳簿価格を回収可能
額まで減額し、減損損失として認識しました。

春日出張所 揖斐川町春日六合3068-1 出張所 建物 1,495

デイサービスセンター
清流の里

揖斐川町三輪2439-1 介護施設
土地 0

構築物 3,798

よってみーな池田 池田町上田1290 直売所 建物 3,862
久瀬支店 揖斐川町東津汲875-1 支　店 建物 30,179

建物 17,145
その他 412

場　　　所 用　途 種 類 減損損失

旧揖斐支店 揖斐川町三輪637 遊休施設
土地 5

　当組合は管理会計の単位を基本に施設ごとに、また、業務外固定資産（遊休資産と
賃貸固定資産）については各固定資産を最小単位としてグルーピングしております。
　また、本店、カントリーエレベーター等の農業関係の共同利用施設についてはＪＡ
全体の共用資産としております。

4,036千円
4,036千円

―

214,469千円
206,531千円

7,937千円



Ⅴ 金融商品に関する注記

１ 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

（２）金融商品の内容及びそのリスク

（３）金融商品にかかるリスク管理体制

　　①　信用リスクの管理①　信用リスクの管理

②　市場リスクの管理

市場リスクに係る定量的情報

③　資金調達にかかる流動性リスクの管理

　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。
当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品
は、預金、貸出金、有価証券のうちその他有価証券に分類している債券、貯金及び借
入金です。

　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合
理的な予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたって
の定量的分析に利用しています。

　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標と
なる金利が0.4％上昇したものと想定した場合には、経済価値が243,913千円減少する
ものと把握しています。

　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその
他のリスク変数の相関を考慮していません。

　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える
影響が生じる可能性があります。

　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作
成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、
投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金性）を
把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

　当組合は組合員等から預った貯金を原資に、組合員や地域内の企業や団体などへ貸
付け、残った余裕金を岐阜県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方
債などの債券による運用を行っています。

　当組合が保有する金融資産は、主として預金、貸出金及び有価証券であり、貸出金
は顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクにさらされています。
　また、有価証券は主に債券であり、満期保有目的及びその他有価証券で保有してい
ます。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに
さらされています。

　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定
しています。また、通常の貸出取引については、本店にリスク管理部審査課を設置し
各支店と連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先の
キャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳
格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の
維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については
管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己
査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引当基準」に基づき必要額を計上
し、資産及び財務の健全化に努めています。

　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロー
ルすることにより、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全
性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応
度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努
めています。

　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及
び当組合の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会におい
て運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、
日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運用
方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッ
ジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を
行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告していま
す。



（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

２ 金融商品の時価等に関する事項
（１）金融商品の貸借対照表計上額及び時価等

（単位：千円）

 預    金
 有価証券
満期保有目的の債券
その他有価証券 －

 貸 出 金 － －
貸倒引当金 － －
貸倒引当金控除後

    資産小計
 貯    金
    負債小計

（２）金融商品の時価の算定に用いた評価技法の説明
①　預金

②　有価証券

③　貸出金

④　貯金

（３）市場価格のない株式等

（単位：千円）

　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先
の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっています。
　一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金
の合計額をリスクフリーレートであるOISのレートで割り引いた額から、貸倒引当金
を控除して時価に代わる金額として算定しています。
　また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について帳簿価額から
貸倒引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみ
なしています。
　また、定期貯金及び定期積金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッ
シュ・フローをリスクフリーレートであるOISのレートで割り引いた現在価値を時価
に代わる金額として算定しています。

　市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは（１）の金融商品の時価情報
には含まれておりません。

貸借対照表計上額

外部出資 7,501,429

170,396,994 170,325,172 △ 71,822 

　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっています。
　また、満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレート
である翌日物金利スワップ（Overnight　Index　Swap　以下OISという）のレートで
割り引いた現在価値を時価に変わる金額として算定しています。

　有価証券について、主に上場株式や国債については、活発な市場における無調整の
相場価格を利用しています。地方債や社債については、公表された相場価格を用いて
います。

170,396,994 170,325,172 △ 71,822 
169,639,552 169,765,331 125,779 
18,453,801 18,709,264 255,463 

18,525,356 
△ 71,555 

6,418,871 6,418,871 
3,648,419 3,530,040 △ 118,379 
10,067,290 9,948,911 △ 118,379 

141,118,460 141,107,155 △ 11,305 

　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、
市場価格がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含ま
れています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりです。
　なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

貸借対照表計上額 時　価 差　額



（４）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

満期保有目的の債券

・貸出金のうち、当座貸越327,047千円については「１年以内」に含めています。

（５）貯金の決算日後の返済予定額
（単位：千円）

・要求払貯金については「１年以内」に含めています。

Ⅵ 有価証券に関する注記

１　有価証券の時価等
（１）満期保有目的の債券

（単位：千円）

（２）その他有価証券

（単位：千円）

　

２　売却した満期保有目的の債券
　該当はありません。

３　売却したその他有価証券
　該当はありません。

４　保有目的区分を変更した有価証券
　該当はありません。

　また、評価差額△663,562千円をその他有価証券評価差額金に計上しています。
合　計 7,082,433 6,418,871 △ 663,562

小　計 6,573,214 5,904,910 △ 668,304
社　債 2,098,974 1,906,950 △ 192,024
地方債 － － －

貸借対照表計上額が取
得原価又は償却原価を
超えないもの

国　債 4,474,239 3,997,960 △ 476,279
小　計 509,219 513,961 4,741
社　債 100,000 100,380 380
地方債 － － －

貸借対照表計上額が取
得原価又は償却原価を
超えるもの

国　債 409,219 413,581 4,361

　その他有価証券において、種類ごとの取得原価又は償却原価、貸借対照表計上額及
びこれらの差額については、次のとおりです。

種 類 取得原価又は償却原価 貸借対照表計上額 差  額

合　計 3,648,419 3,530,040 △ 118,379
小　計 2,699,319 2,504,100 △ 195,219
社　債 2,699,319 2,504,100 △ 195,219
地方債 － － －時価が貸借対照表計上

額を超えないもの

国　債 － － －
小　計 949,100 1,025,940 76,839
社　債 300,000 301,370 1,370
地方債 49,909 51,190 1,280時価が貸借対照表計上

額を超えるもの

国　債 599,191 673,380 74,188

　満期保有目的の債券において、種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額については、次のとおりです。

種 類 貸借対照表計上額 時  価 差  額

 貯  金 148,733,575 11,140,139 7,230,257 1,584,877 1,708,144
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

１年以内
１年超 ２年超 ３年超 ４年超

・貸出金のうち、期限の利益を喪失した債権等10,915千円は償還の予定が見込めないため、含め
ていません。

合　計 144,051,524 1,214,677 1,248,870 1,436,954 847,692 21,593,182
11,868,182 貸出金 2,718,063 1,109,677 1,043,870 931,954 842,692

その他有価証券のうち
満期があるもの

210,000 － 100,000 100,000 － 6,700,000

5,000 105,000 105,000 405,000 5,000 3,025,000
 有価証券
 預　金 141,118,460 － － － － －

２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
１年以内

１年超 ２年超 ３年超 ４年超
５年超



Ⅶ 退職給付に関する注記

１　退職給付債務の内容等
（１）採用している退職給付制度の概要

（２）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 　期首における退職給付引当金 千円

　  勤務費用

 　 退職給付の支払額
 　 確定給付企業年金制度への拠出金
 　 特定退職金共済制度への拠出金

　 期末における退職給付引当金

（３）退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 　退職給付債務 千円

　 確定給付企業年金制度
 　特定退職金共済制度
　 未積立退職給付債務

　 退職給付引当金

（４）退職給付費用の内訳
　 勤務費用 千円
　 出向者負担金受入額

 　退職給付費用

２　厚生年金と農林年金の統合に伴う特例業務負担金の金額

△ 930

99,014

　人件費(うち福利厚生費)には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度
の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第５７条の
規定に基づき、旧農林共済組合(存続組合)が行う特例年金給付等の業務に要する費用に
充てるため拠出した特例業務負担金20,176千円を含めて計上しています。
　また、同組合より示された令和5年3月現在における令和14年3月までの特例業務負担金
の将来見込額は185,268千円となっています。

319,100

319,100

99,944

1,225,369

△ 660,479
△ 245,789

△ 24,331
△ 30,008

319,100

360,733

99,944

△ 87,238

　職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用して
います。また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため全共連
との契約による確定給付企業年金制度及び一般社団法人全国農林漁業団体共済会との
契約による特定退職金共済制度を採用しています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。



Ⅷ

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳
繰延税金資産

　　貸倒引当金 千円

　　退職給付引当金
　　賞与引当金
　　減損損失
　　資産除去債務
　　その他有価証券評価差額
　　その他
　　（小　計）

　　評価性引当額

　繰延税金資産合計

繰延税金負債

　　除去費用資産計上額

　　適格合併に伴うみなし配当

　　有形固定資産（資産除去債務・旧本店）

　繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額 千円

２　法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

Ⅸ 収益認識に関する注記

　「Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記　６　収益及び費用の計上基準」に同一
の内容を記載しているため、注記を省略しております。

127,786

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率
の100分の5以下であるため、注記を省略しています。

△ 17,835

△ 1,252

△ 19,112

146,898

△ 24

39,285
473,896

△ 326,997

129,757
8,921

180,688

8,646

86,891
19,705

税効果会計に関する注記


